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序

中
井
履
軒
の

懐
徳
堂
学
派
の
中
井
履
軒
(
-
七
三
二

S
一
八
一
七
）
は
、
数

多
く
の
中
国
古
典
に
注
釈
を
著
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
分
は
か
つ

て
木
活
字
版
等
で
公
刊
さ
れ
た
り
、
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た

り
し
て
、
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

近
年
、
履
軒
の
注
釈
に
関
す
る
論
考
が
発
表
さ
れ
（
注
1
)
、
ま
た
、

大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
の
自
筆
書
き
入
れ
本
が
覆
刻
さ
れ
、

そ
の
業
績
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
未
だ

そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
ず
、
履
軒
の
学
術
上
の

業
績
も
、
十
全
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
履

軒
撰
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
真
偽
す
ら
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
も
の
も
あ
る
。

本
稿
は
、
履
軒
が
撰
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
国
語
』
注
釈

を
検
討
し
て
、
そ
の
真
偽
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
今
後
の
『
国

『
国
語
』

語
』
研
究
・
懐
徳
堂
学
派
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

履
軒
が
ど
の
よ
う
な
書
籍
を
所
蔵
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
ど

の
書
籍
に
書
き
入
れ
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
上
で
、
極
め

て
重
要
な
資
料
と
な
る
の
が
、
『
天
楽
棲
書
籍
遺
蔵
目
録
』
（
天
楽

楼
は
、
履
軒
が
居
住
し
て
い
た
借
家
の
一
室
の
名
称
）
で
あ
る
。

こ
の
資
料
は
現
在
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る

紗
本
で
あ
る
。

こ
の
目
録
に
は
、
天
保
五
(
-
八
三
四
）
年
甲
午
十
月
下
旬
と
い

う
、
目
録
作
成
の
時
期
、
竹
島
衡
（
賀
山
）
と
い
う
、
校
正
者
の
名
、

中
井
威
奈
太
郎
（
履
軒
の
孫
・
桐
園
か
）
と
い
う
、
目
録
作
成
者
と
思

わ
れ
る
人
物
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
履
軒
の
後
を
う

け
て
水
哉
館
（
履
軒
が
開
い
た
私
塾
）
教
授
と
な
っ
て
い
た
柚
園
（
履

注
釈
に
つ
い
て

寺

門

日

出

男

(13) 
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軒
の
子
）
が
没
（
五
月
二
十
日
）
し
、
塾
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
目
録
は
、
そ
の
際
に
水
哉
館
に
保
存
さ
れ
て
い
た
履
軒
遺
蔵
の

書
籍
を
整
理
し
て
、
作
成
・
校
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
校
正
者
・

竹
島
簑
山
は
、
履
軒
に
親
炎
し
て
い
た
弟
子
で
あ
る
。
履
軒
は
、
自

分
の
著
述
を
他
者
に
見
せ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
っ
て
い
た
が
、
竹
島

に
は
離
題
類
（
履
軒
の
書
き
入
れ
本
）
の
紗
写
を
許
可
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
履
軒
没
後
も
、
彼
が
そ
の
蔵
書
管
理
の
責

任
者
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
『
史
記
離
題
』
の
現
存
す
る
紗
本
の
ほ
と
ん
ど
が
、
竹

島
の
紗
本
か
ら
の
転
紗
本
で
あ
る
。
履
軒
の
撰
述
し
た
離
題
類
の
原

本
は
、
竹
島
だ
け
が
筆
写
を
許
さ
れ
、
懐
徳
堂
外
部
の
者
は
通
常
、

竹
島
の
紗
本
に
よ
っ
て
の
み
、
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
目
録
に
は
、
紛
失
し
た
本
の
名
と
巻
数
、
ど
の
本
を
誰
に
貸

し
た
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
竹

島
は
、
履
軒
所
蔵
の
書
籍
に
つ
い
て
孫
の
桐
園
以
上
に
熟
知
し
て

い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
信
頼
性
は
極
め
て
高
い
。
目
録
の
中
に
『
国

語
』
版
本
と
し
て
は
一
種
類
だ
け
、
「
頭
書
国
語
離
題
五
冊
」
と
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
、
履
軒
が
所
蔵
・
書
き
入
れ
し
て
い
た
『
国
語
』
が
、

一
部
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
履
軒
自
筆
の
『
国
語
』
書
き
入
れ
本
は
所
在
未
詳
で
あ

る
が
、
履
軒
の
『
国
語
』
注
釈
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
管
見
に

入
っ
た
も
の
に
、
次
の
三
点
が
あ
る
。

甲
．
紗
本

①
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
国
語
聞
書
』
三
巻
三
冊
（
以
下
、

『
聞
書
』
と
略
称
）

『
新
編
帝
国
図
書
館
和
古
書
目
録
』
（
昭
和
六
十
年
十
月
・
東
京

堂
出
版
発
行
）
で
は
、
中
井
履
軒
の
撰
と
し
て
い
る
。
文
章
は
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
の
口
語
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
講
釈
の
筆
記
録

を
浄
書
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
国
会
図
書
館
に
は
、
こ
の
書

の
他
に
も
、
履
軒
撰
と
称
す
る
、
『

I
聞
書
』
と
題
す
る
聞
書
類
が
、

多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
「
明
治
三
四
・
ニ
・
一
六
．

購
求
」
の
館
印
が
あ
り
、
一
括
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
聞
書
』

に
は
、
館
印
の
他
に
も
「
撫
」
・
「
齋
」
と
い
う
押
印
が
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
未
詳
で
あ
る
。

講
釈
者
・
聴
講
者
・
浄
書
者
は
、
い
ず
れ
も
未
詳
で
あ
る
。
加
地

伸
行
氏
は
『
中
国
思
想
か
ら
み
た
日
本
思
想
史
研
究
』
（
昭
和
六
十

年
十
一
月
・
吉
川
弘
文
館
発
行
・
三
二
四
頁

S
三
二
五
頁
）
に
お
い

て
、
同
館
所
蔵
の
『
論
語
聞
書
』
に
「
中
井
先
生
日
ク
」
と
記
さ

れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
書
が
中
井
竹
山
（
履

軒
の
兄
・
懐
徳
堂
学
主
）
•
履
軒
た
ち
の
講
義
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
『
聞
書
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
儒
者

の
説
の
引
用
で
あ
る
と
分
か
る
記
述
は
、
一
切
な
い
。

加
地
氏
は
、
『
論
語
聞
書
』
に
大
阪
方
言
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る

(14) 
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こ
と
も
、
同
書
で
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
聞
書
』
に
お
い
て

も
、
「
ア
ン
ジ
ョ
ウ
（
ち
ゃ
ん
と
）
・
デ
ケ
ル
・
ヨ
ウ
セ
ズ
」
の
よ

う
な
大
阪
方
言
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
聞
書
』
も
ま
た
、

大
阪
付
近
で
行
わ
れ
た
講
釈
の
記
録
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

②
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
国
語
離
題
』
不
分
巻
五
冊
（
以

下
、
筑
波
本
と
略
称
）

各
冊
の
表
紙
に
「
國
語
離
題
幾
」
と
い
う
書
題
答
が
貼
ら
れ
て

い
る
。
内
題
に
「
國
語
離
題
」
と
掲
げ
て
い
る
の
み
で
、
撰
者
の

名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
河
野
蔵
書
」
．
「
第
一
臨
時
教
員
養
成

所
図
書
印
」
・
「
登
録
和
臨
2
6
9
琥

昭

和

4
.
9
.
3
」
と
い

う
印
記
が
あ
る
。
現
在
、
私
が
確
認
し
て
い
る
、
唯
一
『
国
語
離

題
』
と
称
し
て
い
る
紗
本
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
周
語
下
の
大
略

（
注
二
十
字
を
残
す
の
み
）
・
呉
語
の
後
半
・
越
語
上
・
越
語
下
の
注

釈
を
欠
い
て
お
り
、
完
本
で
は
な
い
。

そ
の
内
容
は
、
当
該
の
『
国
語
』
本
文
も
し
く
は
尊
昭
注
の
句

を
抜
き
出
し
、
そ
の
後
に
漢
文
の
注
釈
を
記
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
は
注
釈
者
の
名
を
記
し
て
い
な
い
が
、
「
（
太
宰
）

春
嘉
日
」
・
「
林
日
」
と
い
う
注
釈
者
名
を
冠
す
る
も
の
が
散
見
す

る
。
太
宰
春
台
自
身
は
『
国
語
』
注
釈
を
撰
し
て
は
い
な
い
が
、

弟
子
の
渡
辺
蒙
庵
が
『
春
秋
外
伝
国
語
解
剛
補
』
二
巻
を
撰
し
、

春
台
の
説
を
多
く
収
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
書
に
拠
っ
て
付

け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
各
地
に
散
在
す
る
用
竹
島
簑
山
紗
本
『
史
記
離
題
』

に
は
、
共
通
し
て
岡
田
龍
洲
『
史
記
鯛
』
の
注
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
『
史
記
離
題
』
原
本
に
岡
田
の
注
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

竹
島
が
紗
写
の
際
に
補
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

筑
波
本
が
『
史
記
離
題
』
の
場
合
と
同
様
に
、
竹
島
簑
山
紗
写

の
履
軒
撰
『
国
語
』
注
釈
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
太

宰
等
の
注
も
竹
島
が
加
え
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

乙
．
刊
本

③
明
治
十
七
年
十
一
月
刊
『
標
註
国
語
定
本
』
二
十
一
巻
六

冊
（
以
下
、
『
標
註
』
と
略
称
）

『
標
註
』
は
、
尾
張
の
儒
者
・
秦
消
浪
（
鼎
）
が
編
ん
だ
『
国
語

定
本
』
（
文
化
六
年
刊
。
以
下
、
『
定
本
』
と
略
称
）
を
覆
刻
し
、

そ
の
上
欄
及
び
の
ど
に
、
ま
た
、
稀
に
上
層
『
定
本
』
注
の
余
白

部
分
に
、
高
木
熊
三
郎
が
「
標
註
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
内

題
に
は
、
「
呉
尊
昭
解
・
宋
宋
痒
補
音
・
尾
張
秦
鼎
定
本
・
浪

華
中
井
履
軒
離
題
・
浪
華
高
木
熊
三
郎
標
註
・
標
註
國
語
定
本

六
冊
・
浪
華
温
古
書
屋
蔵
版
」
と
あ
る
。

高
木
熊
三
郎
の
経
歴
は
未
詳
で
あ
る
が
、
菊
池
三
渓
（
京
都
の

儒
者
・
一
八
一
九

S
一
八
九
一
）
が
序
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

菊
池
の
門
下
生
も
し
く
は
弟
弟
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま

(15) 
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た
、
「
標
註
」
の
中
に
は
、
履
軒
の
注
以
外
に
、
「
蕉
園
（
履
軒
の

甥
、
中
井
蕉
園
か
。
）
日
」
と
い
う
注
も
み
ら
れ
る
。
菊
池
と
蕉
園

（
一
七
六
七

S
一
八

0
三
）
と
の
世
代
が
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

高
木
が
蕉
園
の
受
業
生
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、

懐
徳
堂
出
身
者
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
蕉
園
の
講
釈
を

伝
聞
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

高
木
は
、
『
標
註
』
の
「
例
言
」
に
お
い
て
、
『
国
語
』
注
釈
と

し
て
は
秦
消
浪
『
定
本
』
と
亀
井
昭
陽
『
国
語
考
』
と
が
優
れ
て

い
る
と
し
、
「
若
し
能
＜
鼈
・
秦
二
家
の
説
に
拠
り
、
以
っ
て
本
文

を
解
さ
ば
、
則
は
ち
大
路
坦
然
と
し
て
、
（
中
略
）
必
ら
ず
し
も
指

南
車
に
借
り
ず
し
て
自
ら
至
れ
り
。
」
と
述
べ
、
秦
・
亀
井
両
注
の

精
華
を
採
れ
ば
、
『
国
語
』
解
釈
は
万
全
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
標

註
」
に
は
「
履
軒
日
」
・
「
参
樹
日
」
・
「
春
嘉
日
」
の
よ
う
に
、
注

釈
者
の
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は

注
釈
者
名
を
明
記
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
「
例
言
」
の
こ
の
文
を

見
る
限
り
、
『
標
註
』
は
秦
消
浪
『
定
本
』
に
『
国
語
考
』
の
注
を

加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
別

に
注
釈
者
の
記
載
が
無
い
限
り
、
そ
の
注
釈
は
原
則
と
し
て
『
国

語
考
』
の
も
の
と
判
断
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
紗

本
『
国
語
考
』
と
対
照
し
た
限
り
、
亀
井
の
注
は
全
く
採
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
『
国
語
考
』
で
は
、
『
定
本
』
の
注
を
非
難

す
る
も
の
が
多
数
あ
り
、
甚
だ
し
い
場
合
、
秦
の
見
識
の
低
さ
を

「
小
児
之
言
」
と
ま
で
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
（
注
2)°

亀
井
の
『
定

本
』
評
価
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
高
木
が
『
国
語
考
』

を
見
て
い
た
な
ら
ば
、
前
掲
の
よ
う
な
「
例
言
」
を
書
く
こ
と
自

体
、
理
解
に
苦
し
む
。
あ
る
い
は
高
木
は
他
者
か
ら
『
国
語
考
』

に
つ
い
て
の
評
を
伝
聞
し
た
だ
け
で
、
同
書
を
実
見
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
『
国
語
考
』
に
は
、
東
京
都

立
中
央
図
書
館
蔵
以
外
に
も
紗
本
が
あ
り
、
そ
の
全
て
を
実
見
し

て
い
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
現
段
階
で
は
、
『
国
語
考
』

の
注
は
皆
無
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
注
は
、
筑
波
本
の
欠
落
部
分
を
除
け
ば
、
い
く
ら
か
の
文

字
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
筑
波
本
の
も
の
と
同
じ

で
あ
る
。
筑
波
本
に
採
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
『
標
註
』
に
あ
り
、

か
つ
「
履
軒
日
」
と
、
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
僅
か
な
が
ら

存
在
す
る
が
、
全
体
と
し
て
は
筑
波
本
に
比
べ
る
と
、
大
量
の
注

釈
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
注
釈
が
多
過
ぎ
て
、
載
せ
き

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
前
掲
の
三
書
が
何
を
底
本
と
し
て
撰
さ
れ
た
の
か
を
検

討
し
て
み
た
い
。
各
々
に
収
め
ら
れ
て
い
る
注
釈
を
比
較
対
照
す

(16) 
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る
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
標
註
』
の
注
は
、
『
標
註
』
の
「
参

樹
日
」
等
、
履
軒
の
注
釈
で
は
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
き
、
筑
波
本
と
重
複
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
二
つ
は
、
同
じ
『
国
語
』
注
釈
を
基
に
し
て
お
り
、

当
然
な
が
ら
底
本
は
一
っ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
筑
波

本
・
『
標
註
』
に
採
ら
れ
て
い
る
注
（
履
軒
以
外
の
人
物
の
注
と
明

記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
除
く
）
を
『
離
題
』
と
仮
称
す
る
。
一
方
、

『
聞
書
』
の
注
は
、
『
離
題
』
と
は
別
の
注
釈
で
あ
り
、
そ
の
底
本

に
つ
い
て
は
別
個
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
を
見
る
と
、
そ
れ
が
『
定
本
』
に
基
づ
い
て
講

表（注4)

十 九 八 七
,. 
五 四 冊ノ‘

冒晋 璽周
道

鄭
上 鸞

s s s s s 本
越 晋 晋 斉 周
下 九 四 下

晋 晋 『周 周 周
千

呉 鄭 斉 葉
八 五 下 中 上

本
s s s s s s s 
越 楚 晋 晋 晋 平日 魯
下 下 九 七 四 下

晋 晋 魯 周 周
家

呉 鄭 _,._ /, 斉 上 下 上
田
本

s s s s s s s 
越 楚 晋 晋 晋 魯 周
下 下 九 五 下 中

国 楚 晋 晋 魯 周
覆
天

語 上 五 上 上
聖

札 s s s s s 冒記
越
鄭
晋 百並 周

本
下 四 下

楚 晋 百匹 周 周
=,) 

斉 定
下 八 四 下 上

本
s s s s s s "== 
越 楚 晋 晋 魯 周
下 上 七 下 中

晋 晋 魯 周
筑

鄭 波
五 上 上 本
s s s s s 
越^  晋 晋 斉 周
下 九 四 下
ヽ

義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
注
が
秦
消
浪
撰
「
上
國
語

定
本
賤
」
に
対
す
る
も
の
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
等
、
そ
の
注

釈
お
よ
び
引
用
さ
れ
て
い
る
『
国
語
』
本
文
蒼
ヰ
昭
注
の
表
記
が
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
間
違
い
な
い
。

一
方
、
『
離
題
』
の
注
釈
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
林
羅

山
が
訓
点
を
施
し
た
、
所
謂
道
春
点
本
（
注
3
)

に
基
づ
い
て
撰
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
以
下
の

二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
筑
波
本
が
五
分
冊
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
各
冊
へ
の
巻

の
配
当
が
、
表
の
よ
う
に
道
春
点
本
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
。

(17) 
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②
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
『
離
題
』
の
注
釈
が
道
春
点
本
系
（
注
5
)

の
表
記
と
悉
く
一
致
す
る
こ
と
。

i

『
国
語
』
昔
我
先
世
后
稜
、
（
周
語
上
）

『
離
題
』
「
先
世
」
、
猶
先
代
也
。
謂
祖
先
之
世
。
不
努

＂
リ
ヵ
牛

O

ロ
舟

※
『
定
本
』
は
「
先
世
」
を
「
先
王
世
」
に
作
る
。

"11

『
国
語
』
道
路
以
目
、
（
周
語
上
）

〔
尊
昭
注
〕
不
敢
骰
言
、
以
目
相
吟
而
已
゜

『
離
題
』
「
附
」
、
嘗
作
「
阿
」
。
音
面
。

※
『
定
本
』
は
「
胎
」
を
「
阿
」
に
作
る
。

面
『
国
語
』
瞼
而
不
慰
、
（
周
語
上
）

〔
茸
昭
注
〕
（
前
略
）
棄
而
不
戦
。

『
離
題
』
注
「
戦
」
、
嘗
作
「
載
」
。

※
『
定
本
』
は
「
戦
」
を
「
載
」
に
作
る
。

.
W

『
国
語
』
不
藉
千
畝
、
（
周
語
上
）

〔
葬
昭
注
〕
（
前
略
）
田
藉
千
畝
、
諸
侯
百
畝
、
自
属
王
之

流
、
（
後
略
）

『
離
題
』
「
田
藉
」
、
疑
嘗
作
「
藉
田
」
。

※
『
定
本
』
は
「
田
藉
」
を
「
藉
田
」
に
作
る
。

i
S
.
l
V
の
例
は
、
い
ず
れ
も
『
離
題
』
が
『
定
本
』
に
基
づ
い

て
撰
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
つ
け
ら
れ
る
筈
の
な
い
注
ば
か
り
で

あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
例
は
周
語
上
篇
だ
け
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
『
離
題
』
全
篇
を
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
注
6
)
0

『
離
題
』
の
底
本
が
、
先
の
表
に
掲
げ
た
和
刻
本
以
外
の
可
能

性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
履
軒
が
書
き
入
れ
を
し

た
本
は
、
現
存
の
も
の
を
見
る
限
り
、
全
て
当
時
通
行
の
和
刻
本

を
用
い
て
い
る
。
『
離
題
』
が
履
軒
の
撰
で
あ
る
な
ら
ば
、
底
本
が

道
春
点
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
離
題
』
・
『
聞
書
』
両
者
が
基
づ
い
た
底
本
は
異

な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
の
注
釈
の
性
質

も
、
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
『
聞
書
』
は
葬
昭
注

を
敷
術
す
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
『
離
題
』
で
は
、
し
ば
し
ば

尊
昭
注
に
対
し
て
異
を
唱
え
て
い
る
（
注
7
)
0

i

『
国
語
』
阜
其
財
求
、
（
周
語
上
）

〔
尊
昭
注
〕
「
阜
」
、
大
也
。
大
其
財
求
、
不
郭
墾
也
。

『
聞
書
』
「
財
求
」
ハ
、
タ
ダ
財
宝
ヲ
云
フ
也
。
其
ノ
民

ノ
財
宝
ヲ
大
ニ
シ
テ
、
ド
コ
モ
カ
モ
財
用
―
―

フ
ジ
ウ
ナ
キ
ョ
ウ
ニ
シ
テ
ッ
カ
ハ
ス
也
。
（
傍

線
引
用
者
。
引
用
に
際
し
、
表
記
を
一
部
改

め
、
記
号
を
補
っ
た
。
以
下
同
じ
。
）

『
離
題
』
「
阜
」
、
盛
也
。
註
非
゜

(18) 
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『
国
語
』
宵
永
雅
而
頼
之
。
（
魯
語
上
）

〔
尊
昭
注
〕
「
頼
」
、
蒙
也
。

『
聞
書
』
「
頼
、
蒙
也
。
」
ハ
、
頼
ハ
恩
ヲ
コ
ウ
ム
ル
ト

云
義
也
。

『
離
題
』
「
頼
」
、
依
也
、
利
也
。

面
『
国
語
』
使
飽
叔
為
宰
。
（
斉
語
）

〔
尊
昭
注
〕
「
飽
叔
」
、
斉
大
夫
、
躯
姓
之
後
、
飽
敬
叔
之

子
・
叔
牙
也
。
宰
、
大
宰
也
。

『
聞
書
』
飽
叔
牙
二
丸
毎
ア
ノ
役
タ
ラ
シ
ム
也
。
大
宰
ハ

官
名
也
。
國
ノ
政
ニ
ア
ヅ
カ
ル
役
也
。

『
離
題
』
据
『
史
記
』
、
叔
牙
是
賤
人
、
似
非
世
家
貴
臣

子
弟
也
。
註
難
従
゜

.lv

『
国
語
』
夫
成
子
之
道
前
志
以
佐
先
君
、
（
晋
語
六
）

〔
尊
昭
注
〕
「
道
」
、
達
也
。

『
聞
書
』
「
道
前
志
」
ハ
前
代
ノ
記
録
ノ
書
ヨ
リ

ti

卜
也
。

一
レJ
 

『
離
題
』
「
道
」
謂
誦
言
・
稲
述
也
。

＞
『
国
語
』
其
民
怠
沓
其
君
、
而
未
及
周
徳
、
（
鄭
語
）

〔
茸
昭
注
〕
「
怠
」
、
慢
也
。
忠
信
為
周
。
言
民
慢
蹟
其
君
、

而
未
及
於
忠
信
也
。

『
聞
書
』
「
怠
沓
其
君
」
ハ
、
其
ノ
君
ヲ
ア
ナ
ド
リ
ナ
イ

ガ
シ
ロ
ニ
ス
ル
ト
也
。
「
未
及
周
徳
」
ハ
、
ユ
門
‘

ハ
忠
信
也
。
忠
信
ノ
徳
二
及
バ
ズ
ト
也
。

『
離
題
』
「
周
徳
」
、
謂
周
室
之
衰
替
。
言
民
雖
怠
沓
、

而
未
至
干
周
室
乱
敗
之
甚
也
。

も
っ
と
も
、
『
聞
書
』
も
尊
昭
注
の
全
て
を
肯
定
し
て
い
る
訳
で

は
な
く
、
異
を
唱
え
て
い
る
講
釈
も
、
少
数
な
が
ら
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
『
離
題
』
と
明
ら
か
に

矛
盾
す
る
場
合
が
あ
る
。

i

『
国
語
』
蒸
、
将
蹟
偕
公
。
（
魯
語
上
）

〔
葬
昭
注
〕
「
蒸
」
、
進
也
。

『
聞
書
』
「
悉
」
ハ
、
ス
ス
メ
ル
ト
云
フ
ハ
非
也
。
「
悉
」

ハ
冬
ノ
祭
リ
ノ
名
也
。
夏
父
弗
忌
悉
ノ
祭
リ

ヲ
シ
テ
、
倍
公
ノ
神
主
ヲ
閃
公
ノ
上
ニ
ノ
ボ

サ
ン
ト
ス
ル
也
。

『
離
題
』
『
春
秋
』
在
文
公
二
年
八
月
、
則
不
当
用
冬
祭
。

此
称
「
蒸
」
者
、
益
博
聞
之
謬
。

こ
の
例
で
は
、
葬
昭
が
「
悉
」
を
「
進
め
る
」
と
解
釈
し
て
い

る
の
に
対
し
、
『
聞
書
』
は
悉
祭
（
冬
の
祭
）
と
解
す
る
の
が
正
し

い
と
し
て
い
る
。
一
方
、
『
離
題
』
は
、
「
悉
」
字
の
解
釈
に
つ
い

て
は
『
聞
書
』
と
同
じ
も
の
の
、
『
春
秋
』
に
偲
公
の
神
主
を
大
廟

に
お
さ
め
た
の
が
八
月
と
あ
る
か
ら
、
蒸
祭
が
行
わ
れ
る
は
ず
が

な
い
と
し
、
「
悉
」
と
あ
る
の
は
、
『
国
語
』
の
記
述
自
体
が
誤
り

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(19) 
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『
国
語
』
反
昨
於
鋒
、
（
斉
語
）

〔
尊
昭
注
〕
（
前
略
）
謂
天
子
致
祭
昨
、
賞
以
大
路
龍
旅
、

桓
公
於
鋒
辟
之
、
（
中
略
）
昭
謂
、
人
君
即
位
、

謂
之
践
昨
。
（
後
略
）

『
聞
書
』
「
反
昨
於
鋒
」
ハ
、
天
子
ヨ
リ
祭
リ
ノ
ヒ
モ
ロ

ギ
ヲ
、
晋
ノ
地
ノ
鋒
卜
云
フ
所
ニ
テ
桓
公
二

ク
ダ
サ
レ
シ
ヲ
辞
退
シ
テ
カ
ヘ
ス
ト
也
。
此

ノ
説
非
也
。
「
昨
」
ハ
位
也
。
晋
國
ノ
タ
ヘ
テ

嗣
キ
ナ
キ
ヲ
、
桓
公
セ
ハ
ヲ
シ
テ
晋
ノ
恵
公

ヲ
立
テ
テ
、
諸
侯
ノ
位
二
、
晋
ノ
都
鋒
ニ
テ

カ
ヘ
シ
復
シ
テ
、
晋
侯
ヲ
立
ル
也
。

『
離
題
』
「
反
昨
」
、
不
可
通
。
盗
訛
文
。
註
謂
是
践
昨
、

諸
侯
堂
得
称
践
詐
哉
。
亦
非
「
昨
」
字
、
妄
哉
。

葬
昭
注
で
は
、
「
昨
II
祭
昨
」
と
い
う
説
を
引
用
し
、
更
に
「
昨

II
践
昨
（
詐
）
」
と
い
う
自
説
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
、
『
聞

書
』
は
前
者
を
否
定
し
、
後
者
を
支
持
し
て
い
る
。
一
方
、
『
離
題
』

は
、
「
反
昨
」
は
（
伝
写
の
）
誤
り
で
あ
る
と
、
現
行
の
『
国
語
』

本
文
自
体
を
否
定
す
る
立
場
を
と
り
、
ま
た
、
「
昨
II
践
詐
（
天
子

が
位
に
即
く
こ
と
）
」
と
い
う
尊
昭
の
説
は
、
晋
の
恵
公
が
諸
侯
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

面
『
国
語
』
雖
掲
譜
焉
避
之
、
不
若
戦
也
。
（
晋
語
一
）

〔
尊
昭
注
〕
「
蝠
」
、
木
晶
也
。
譜
従
中
起
、
如
鍋
食
木
、

木
不
能
避
也
。

『
聞
書
』
「
雖
鍋
譜
焉
避
之
」
ハ
、
「
娼
」
ハ
木
ヲ
食
ウ

虫
也
。
誨
言
ノ
中
ニ
ア
ル
コ
ト
蝠
ノ
木
ヲ
食

ウ
如
ク
、
中
二
證
言
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ト
イ

ヘ
ド
モ
、
我
イ
ヅ
ク
ニ
コ
レ
ヲ
サ
ケ
ン
ヤ
。

避
ル
所
ナ
シ
ト
也
。
然
レ
ド
モ
娼
ハ
木
晶
卜

云
フ
ハ
、
非
也
。
「
蝠
」
ハ
、
飽
娼
ノ
蝠
ニ
テ
、

マ
ム
シ
也
。
マ
ム
シ
ノ
サ
ス
如
キ
證
言
ア
ル

ト
イ
ヘ
ド
モ
、
我
イ
ヅ
ク
ン
ゾ
サ
ケ
ノ
ガ
レ

ン
ヤ
、
サ
ケ
ノ
ガ
ル
ル
コ
ト
ヲ
セ
ズ
ト
也
。

『
離
題
』
「
蝠
諧
」
者
、
状
諧
之
毒
、
而
非
比
喩
゜

葬
昭
注
・
『
聞
書
』
い
ず
れ
も
、
「
蝸
諧
」
を
、
證
言
の
害
が
激

烈
で
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
醤
え
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

両
者
の
違
い
は
、
「
娼
」
を
木
を
食
い
荒
ら
す
虫
と
す
る
か
、
峻
と

す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
離
題
』
は
、

「
鍋
諧
」
は
證
言
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
茸
昭
注
の
よ
う

な
具
体
的
な
比
喩
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
性
格
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
う
し
た
相

違
は
、
無
論
、
こ
こ
に
挙
げ
た
例
ば
か
り
で
な
く
、
全
書
を
通
じ

て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
一
人
が
別
々
の
底
本
を
用
い
、
し

か
も
こ
の
よ
う
に
分
裂
し
た
『
国
語
』
解
釈
を
す
る
と
は
、
到
底

考
え
ら
れ
な
い
。
『
聞
書
』
・
『
離
題
』
は
、
別
人
の
撰
に
よ
る
も

(20) 
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で
は
、
こ
の
二
種
類
の
『
国
語
』
注
釈
は
、
い
ず
れ
が
履
軒
の

注
釈
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
両
者
と
も
に
履
軒
以
外
の
人

物
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
聞
書
』
の
方
か
ら
検
討
す
る
と
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、

そ
の
注
釈
に
首
肯
し
難
い
も
の
が
多
々
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

i

〔
上
国
語
定
本
賤
〕
注
「
雅
暗
三
琢
」
ハ
、
子
貢
ガ
家
ノ

三
匹
ワ
タ
リ
シ
ヲ
見
テ
、
道
ヲ
論
ゼ
シ
コ
ト
ア
ル
ナ
リ
。

故
二
道
理
ニ
ク
ラ
キ
ヲ
三
琢
二
暗
シ
ト
云
フ
也
。

「
三
琢
渉
（
渡
）
河
」
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
慎
行
論
に
見
え
る
、

「
己
亥
」
を
「
三
琢
」
と
読
み
誤
っ
た
故
事
を
指
し
、
転
じ
て
文

字
を
誤
用
・
誤
読
す
る
こ
と
の
璧
え
。
無
論
、
三
匹
の
豚
が
河
を

渡
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
秦
が
自
分
は
文
字
の
用
法
・

解
釈
に
精
通
し
て
い
な
い
旨
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
故
事
に
登
場
す
る
の
は
子
夏
で
あ
っ
て
、
子
貢
と
し
て

い
る
の
は
誤
り
。

＂1
1

〔
尊
昭
•
国
語
解
叙
〕
注
「
以
世
本
考
其
流
」
ハ
、
世
本

ハ
世
二
行
ハ
レ
ア
ル
『
國
語
』
ノ
本
ヲ
以
テ
、
其
ノ
ヨ

四

の
と
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ウ
ナ
キ
方
へ
流
レ
タ
ル
ヲ
考
ヘ
ル
也
。

『
史
記
』
の
、
所
謂
三
家
注
を
幾
ら
か
で
も
読
ん
で
い
れ
ば
、

『
世
本
』
は
司
馬
遷
が
『
史
記
』
撰
述
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
書
物
の
名
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
。
こ
の
書

名
は
『
隋
書
』
経
籍
志
に
も
あ
り
、
当
然
茸
昭
も
『
国
語
』
注
の

撰
述
に
際
し
て
、
同
書
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
史
記
離
題
』

の
撰
者
•
履
軒
が
、
『
世
本
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
考

え
ら
れ
な
い
。
無
論
、
『
史
記
離
題
』
で
も
、
『
世
本
』
に
対
し
て

こ
の
よ
う
な
注
釈
は
し
て
い
な
い
。

泊
〔
国
語
補
音
叙
録
〕
注
「
作
『
非
國
語
』
二
篇
」
ハ
、
『
國

語
』
ヲ
左
丘
明
ノ
作
ニ
ア
ラ
ズ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
論
ゼ
シ

『
非
國
語
』
二
篇
ヲ
ッ
ク
ル
ト
也
。

柳
宗
元
『
非
国
語
』
は
、
「
越
語
下
」
篇
は
左
氏
の
作
で
は
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
『
国
語
』
各
篇
は
左
氏
の
作

と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
講
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
講
釈
者
は
、
『
非

国
語
』
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

．lV

〔
葬
昭
略
伝
〕
注
「
領
左
國
史
」
ハ
、
『
左
偲
』
・
『
國

語
』
ノ
記
録
ヲ
ッ
カ
サ
ド
ル
也
。

『
定
本
』
注
に
「
按
此
時
華
霰
領
右
國
史
」
と
あ
り
、
『
三
国
志
』

呉
書
・
巻
二
十
の
華
霰
伝
に
も
、
「
右
國
史
を
領
す
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
注
の
講
釈
も
誤
り
で
あ
る
。

＞
〔
周
語
上
〕
注
「
班
固
人
物
表
」

ハ
、
人
ノ
コ
ト
ヲ
カ
キ

(21) 
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シ
書
物
ノ
名
也
。

こ
れ
は
葬
昭
注
に
「
又
班
固
人
物
表
を
按
ず
る
に
、
伯
御
、
鯨

公
の
兄
の
子
」
と
あ
る
の
に
対
す
る
講
釈
で
あ
る
が
、
こ
の
注
は
、

『
漢
書
』
巻
二
十
・
古
今
人
表
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
説
明
で
は
、
『
漢
書
』
と
は
別
個
の
著
作
物
と
誤
解
し
て

し
ま
う
。

以
上
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
『
聞
書
』
は
、
中
国
古
典
に
対
す
る

学
識
の
、
さ
ほ
ど
高
く
な
い
人
物
の
講
義
録
と
推
定
さ
れ
る
。
『
史

記
離
題
』
等
の
優
れ
た
注
釈
を
著
し
て
い
る
履
軒
が
、
こ
の
よ
う

な
初
歩
的
な
誤
り
を
繰
り
返
す
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
聞
書
類
の
中
に
は
、

中
井
履
軒
の
講
釈
を
採
録
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、

そ
の
全
て
に
つ
い
て
、
講
釈
者
を
推
定
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は

出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
聞
書
』
の
講
釈
者
は
、
履
軒
で
は

な
い
。で
は
、
『
離
題
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
『
離
題
』
が
用
い
た
底
本
は
、
道
春

点
本
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
天
楽
棲
書
籍
遺
蔵
目

録
』
の
「
頭
書
国
語
離
題
五
冊
」
と
い
う
記
述
と
合
致
す
る
。
も

っ
と
も
、
道
春
点
本
は
、
『
定
本
』
が
出
版
さ
れ
る
以
前
の
通
行
本

で
あ
り
、
同
書
を
用
い
て
書
き
入
れ
を
行
っ
た
学
者
は
多
数
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
無
論
、
確
証
と
は
な

ら
な
い
。

そ
こ
で
、
同
一
事
項
に
対
す
る
『
離
題
』
注
と
、
履
軒
の
他
の

注
釈
と
を
、
比
較
・
検
討
し
て
み
た
い
。
比
較
の
対
象
は
『
春
秋
左

氏
伝
離
題
略
』
等
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
春
秋
時
代
の
歴

史
記
録
を
含
み
、
か
つ
原
本
が
近
年
復
刻
さ
れ
て
い
て
、
第
三
者

の
検
証
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
『
史
記
離
題
』
を
用
い

る。
両
者
を
対
照
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
極
め
て
類
似
し
た
注
釈

を
、
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

i

『
国
語
』
侯
衛
賓
服
、
（
周
語
上
）

〔
尊
昭
注
〕
此
総
言
之
也
。
「
侯
」
、
侯
折
、
「
衛
」
、
衛
折

也
。
言
自
侯
折
至
衛
折
、
其
間
凡
五
折
、
折

五
百
里
、
五
五
、
二
千
五
百
里
、
中
國
之
界

也
。
謂
之
賓
服
。
（
後
略
）

『
離
題
』
「
侯
衛
」
之
侯
与
「
侯
服
」
之
侯
、
不
同
。
「
侯

衛
」
、
盗
伺
侯
外
寇
、
掌
守
衛
者
也
。
亦
是
方

五
百
里
、
萬
貢
称
緩
服
、
是
也
。

『
史
記
』
侯
衛
賓
服
、
（
周
本
紀
）

〔
集
解
〕
茸
昭
日
、
此
穂
言
之
也
。
「
侯
」
、
侯
折
、
「
衛
」
、

衛
折
也
。

『
史
記
離
題
』
「
侯
衛
」
、
盛
伺
侯
外
寇
、
而
護
衛
内
地

之
義
突
。
賓
服
即
萬
貢
之
緩
服
。
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「
侯
衛
」
の
語
に
対
し
、
葬
昭
は
『
周
礼
』
夏
官
・
職
方
氏
の
九

服
説
に
拠
っ
て
、
侯
折
か
ら
衛
折
に
至
る
地
域
（
賓
服
）
を
総
称

し
た
も
の
と
説
く
。
一
方
、
履
軒
は
、
外
寇
を
伺
い
護
衛
を
司
る

地
域
の
こ
と
で
、
『
尚
書
』
萬
貢
の
緩
服
に
相
当
す
る
地
域
と
し
て

い
る
。
『
史
記
離
題
』
も
「
守
」
と
「
護
」
の
違
い
は
あ
る
が
、
同

一
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

な
お
、
『
離
題
』
で
は
、
『
周
礼
』
を
劉
欽
の
偽
作
で
あ
る
と
し
、

九
服
説
は
劉
飲
が
王
葬
に
阿
っ
て
作
り
上
げ
た
妄
説
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
（
周
語
上
）
。
『
周
礼
』
劉
欽
偽
作
説
は
、
『
史
記
離
題
』

等
、
履
軒
の
他
の
撰
述
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
五
服
は
通
常
、
正

方
形
の
重
な
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
離
題
』
は
「
五
服
是
円
形
重

環
突
。
所
謂
規
方
千
里
、
是
也
。
不
賞
作
方
形
。
」
と
、
斬
新
な
、

し
か
し
合
理
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
五
服
円
形
重
環
説

は
、
履
軒
の
自
筆
紗
本
『
履
軒
数
聞
』
（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
所

蔵
）
所
載
の
図
と
合
致
す
る
。

”
ll

『
国
語
』
是
故
周
文
公
之
頌
日
、
（
周
語
上
）

〔
尊
昭
注
〕
「
文
公
」
、
周
公
旦
之
盆
也
。
（
後
略
）

『
離
題
』
「
文
公
」
、
美
号
而
巳
。
義
与
文
王
・
武
王
同
。

未
可
以
為
盆
゜

『
史
記
』
是
故
周
文
公
之
頌
日
、
（
周
本
紀
）

〔
集
解
〕
茸
昭
日
、
「
文
公
」
、
周
公
旦
之
諮
也
。

『
史
記
離
題
』
「
文
公
」
、
亦
是
美
稲
耳
。
非
諮
゜

『
史
記
離
題
』
周
本
紀
の
、
こ
れ
よ
り
も
前
の
箇
所
で
、
履
軒

は
「
武
王
・
周
公
の
時
、
未
だ
諮
有
ら
ざ
る
な
り
。
文
王
は
只
‘

琥
な
る
の
み
。
」
と
い
う
注
を
付
し
て
い
る
。
履
軒
は
、
西
周
時
代

に
謡
法
は
ま
だ
出
来
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
『
離
題
』
の
注
は
、
そ
の
考
え
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

面
『
国
語
』
飲
小
臣
酒
、
亦
斃
。
（
晉
語
二
）

〔
尊
昭
注
〕
小
臣
、
官
名
。
掌
陰
事
陰
令
閾
士
也
。

『
離
題
』
小
臣
如
字
。
何
官
名
之
有
。
閾
不
亦
無
論
。

『
史
記
』
輿
小
臣
。
小
臣
死
。
（
晉
世
家
）

〔
集
解
〕
尊
昭
日
、
小
臣
、
官
名
。
掌
陰
事
。
今
閾
士
也
。

『
史
記
離
題
』
小
臣
、
謂
使
令
微
者
。
非
官
名
。
亦
不

必
奄
人
（
閾
人
と
同
義
）
。

こ
の
例
は
、
耀
姫
が
、
義
理
の
子
で
あ
る
晋
の
太
子
を
陥
れ
る

た
め
、
太
子
が
献
上
し
た
酒
肉
に
毒
を
盛
り
、
太
子
の
父
・
献
公
が

飲
食
す
る
直
前
に
「
小
臣
」
に
毒
味
を
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
。
『
国

語
』
と
『
史
記
』
と
で
、
尊
昭
注
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
「
小

臣
」
の
解
釈
が
、
『
離
題
』
と
『
史
記
離
題
』
と
で
、
同
じ
で
あ
る
。

.lV

『
国
語
』
仲
尼
日
、
『
以
丘
所
聞
羊
也
。
…
』
（
魯
語
下
）

『
離
題
』
虚
誕
怪
説
不
足
絣
。

『
史
記
』
仲
尼
日
、
『
以
丘
所
聞
羊
也
。
…
』
（
孔
子
世
家
）

『
史
記
離
題
』
虚
談
。

こ
の
例
は
、
斉
の
季
桓
子
が
、
井
を
穿
っ
て
出
て
き
た
も
の
の
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こ
と
に
つ
い
て
、
孔
子
に
尋
ね
る
場
面
の
も
の
で
あ
る
。
履
軒
は

「
孔
子
世
家
」
に
見
ら
れ
る
神
秘
的
な
逸
話
に
つ
い
て
、
「
孔
子
世

家
、
虚
談
尤
も
多
し
。
盈
し
周
末
よ
り
漢
に
至
る
ま
で
、
諸
子
百

家
麗
を
附
し
説
を
作
る
者
甚
だ
多
し
。
」
（
『
史
記
離
題
』
孔
子
世
家
）

と
述
べ
、
そ
れ
ら
が
後
世
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

『
史
記
離
題
』
で
は
、
他
の
篇
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
を
し
て

い
る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
『
離
題
』
も
、
こ
の
注
も
含
め
、

怪
異
な
事
柄
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
注
8
)
0

＞
『
国
語
』
〔
露
昭
注
〕
太
伯
、
太
王
之
長
子
也
。
乃
譲
季
歴

而
奔
荊
蜜
、
文
身
断
髪
、
（
呉
語
）

『
離
題
』
文
身
断
髪
、
是
仲
菰
突
。
非
太
伯
之
事
。
左

偲
有
明
文
。
不
可
匪
突
。

『
史
記
』
於
是
太
伯
・
仲
薙
二
人
、
乃
稗
荊
蟄
、
文
身
断
髪
、

（
呉
太
伯
世
家
）

『
史
記
離
題
』
据
左
偲
、
文
身
断
髪
、
是
仲
宛
之
事
。

泰
伯
乃
端
委
突
。
『
史
記
』
似
疏
漏
。

古
公
翌
父
の
子
、
太
伯
・
仲
苑
の
二
人
が
、
入
れ
墨
を
し
て
髪
を

切
り
、
弟
の
季
歴
に
譲
っ
た
こ
と
は
『
史
記
』
周
本
紀
に
も
見
え

る
。
こ
れ
ら
の
『
史
記
』
の
記
述
に
基
づ
き
、
一
般
的
に
呉
国
の

始
祖
・
太
伯
は
「
文
身
断
髪
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
離

題
』
で
は
、
『
左
伝
』
哀
公
七
年
に
「
太
伯
は
端
委
（
礼
装
）
し
て
、

以
っ
て
周
證
を
治
め
し
に
、
仲
菰
之
に
嗣
ぎ
て
、
文
身
断
髪
し

結

と
あ
る
の
に
基
づ
き
、
「
文
身
断
髪
」
し
た
の
は
仲
苑
だ
け
で
あ
る

と
し
て
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
『
史
記
離
題
』
も
、
全
く
同
一

の
注
釈
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
注
釈
を
比
較
対
照
し
て
み
る
と
、
単
に
表

記
が
類
似
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
も
『
史
記
離
題
』

に
見
え
る
履
軒
独
特
の
解
釈
と
、
悉
く
一
致
す
る
。

ま
た
、
『
史
記
離
題
』
・
『
離
題
』
両
者
が
共
通
し
て
、
例
え
ば

冦
（
寇
）
の
よ
う
に
、
同
一
の
俗
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
、
ま

た
例
え
ば
「
掠
（
拠
る
）
」
字
の
替
わ
り
に
「
据
」
字
を
用
い
る
等
、

文
字
の
用
法
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
離
題
』
が
履
軒
の
手
に

成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
『
離
題
』
は
履
軒
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。『

国
語
離
題
』
原
本
は
所
在
未
詳
で
あ
る
が
、
他
の
現
存
す
る

履
軒
の
書
き
入
れ
本
を
見
る
と
、
頭
書
以
外
に
も
、
訓
点
を
書
き

改
め
た
り
、
疑
義
の
あ
る
注
釈
に
傍
線
を
引
い
た
り
、
不
審
紙
を

貼
っ
た
り
す
る
等
、
彼
の
見
解
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
残

さ
れ
て
い
る
。
『
国
語
離
題
』
に
つ
い
て
の
、
頭
書
以
外
の
履
軒
の

見
解
は
、
『
国
語
離
題
』
原
本
、
も
し
く
は
筑
波
本
以
外
の
紗
本
が

(24) 
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発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
筑
波
本
の
欠
落
部
分
（
周
語
下
・
呉
語
の
後
半
・

越
語
上
・
越
語
下
）
も
、
他
の
篇
に
お
い
て
両
者
を
比
較
す
る
限
り
、

『
標
註
』
の
注
釈
は
、
原
『
国
語
離
題
』
か
ら
注
釈
が
削
ら
れ
て

成
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
篇
の
注
釈
に
つ
い
て
も
、

そ
の
全
て
を
復
原
す
る
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
。

私
は
、
『
国
語
離
題
』
原
本
及
び
紗
写
本
の
探
索
に
今
後
も
努
力

し
て
い
く
が
、
一
方
で
、
『
標
註
』
と
筑
波
本
と
の
両
者
を
校
合
し
、

稿
本
『
国
語
離
題
』
の
復
刻
刊
行
を
す
る
予
定
で
あ
る
。
か
つ
て

『
国
語
』
は
「
左
国
史
漢
」
と
称
せ
ら
れ
、
平
安
朝
以
来
、
文
章

家
の
必
読
書
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
国
語
』
は

他
の
三
書
に
比
し
て
、
適
切
な
注
釈
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
為
、
『
国
語
』
に
は
解
釈
上
、
結
論
の
出
て

い
な
い
箇
所
も
多
い
。
こ
う
し
た
障
害
を
克
服
す
る
上
で
、
ま
た
、

中
井
履
軒
．
懐
徳
堂
学
派
の
研
究
に
お
い
て
も
、
『
国
語
離
題
』
の

復
刻
は
必
ず
や
神
益
す
る
も
の
と
確
信
す
る
。

ま
た
、
『
国
語
離
題
』
以
外
の
邦
人
『
国
語
』
注
釈
に
つ
い
て
も
、

適
切
な
評
価
・
活
用
を
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
来
、

葬
昭
注
が
『
国
語
』
読
解
の
際
、
必
備
の
文
献
と
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
の
『
国
語
』
注
と
し
て
は
、
秦
消
浪
『
定
本
』
が
「
江

戸
時
代
邦
人
の
『
国
語
』
研
究
と
し
て
は
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い

る
」
（
大
野
峻
『
新
釈
漢
文
大
系
国
語
』
・
上
巻
五
十
二
頁
・
昭

注
和
五
十
年
十
二
月
・
明
治
書
院
刊
）
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
近
世

日
本
の
儒
者
の
『
国
語
』
注
を
調
査
し
て
み
る
と
、
従
来
、
尊
昭

注
を
利
用
し
、
『
定
本
』
を
最
も
高
く
評
価
し
て
き
た
こ
と
に
、
疑

問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
国
語
離
題
』

は
尊
昭
注
の
誤
り
を
正
す
も
の
が
多
数
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外

に
も
、
例
え
ば
渡
辺
蒙
庵
『
春
秋
外
伝
国
語
解
剛
補
』
は
、
葬
昭

注
の
拙
劣
を
指
摘
す
る
注
を
多
数
含
ん
で
い
る
。
ま
た
例
え
ば
、

亀
井
昭
陽
『
国
語
考
』
に
は
、
尊
昭
注
を
批
判
す
る
注
の
他
に
、

し
ば
し
ば
秦
注
の
不
備
を
突
く
、
説
得
力
の
あ
る
説
が
多
数
見
ら

れ
る
。
近
世
日
本
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
『
国
語
』
注
の
堆
積
は
、

質
量
共
に
清
儒
の
そ
れ
に
匹
敵
、
若
し
く
は
そ
れ
を
上
回
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
履
軒
の
注
釈
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
注
釈

を
再
評
価
し
て
い
く
こ
と
は
、
単
に
日
本
漢
文
学
史
研
究
に
と
っ

て
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
『
国
研
究
に
と
っ
て
も
、
極
め

て
有
益
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
・
筑
波

大
学
附
属
図
書
館
に
は
格
別
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝

申
し
上
げ
る
。
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(
5
)
 

4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

(
1
)
 
平
成
八
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
懐
徳
堂
関
係
の
論
考
は
、
釜
田
啓

市
「
懐
徳
堂
関
係
研
究
論
考
目
録
」
(
-
九
九
七
年
八
月
・
『
中
国
研

究
集
刊
』
暑
号
所
収
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
履

軒
の
諸
離
題
類
に
つ
い
て
の
論
考
も
、
幾
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。

奨
仲
山
父
諫
日
、
『
不
可
立
也
、
不
順
必
犯
、
（
後
略
）
』
（
周
語
上
）

『
定
本
』
一
説
、
「
不
可
」
句
、
「
立
也
」
属
下
句
讀
。

『
国
語
考
』
秦
引
一
説
。
暁
、
小
児
之
言
。
可
目
以
一
説
乎
。

林
羅
山
が
訓
点
を
施
し
た
『
国
語
』
刊
本
に
は
、
長
沢
規
矩
也
『
和

刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
（
昭
和
五
十
一
年
十
月
・
汲
古
書
院
刊
）
に
拠

れ
ば
、
十
冊
本
と
五
冊
本
と
が
あ
る
（
同
書
七
十
四
頁
）
。
筑
波
本
に

収
め
ら
れ
て
い
る
注
釈
は
、
宝
暦
十
一
年
の
修
訂
本
も
し
く
は
そ
の

後
印
本
（
い
ず
れ
も
五
冊
本
）
を
底
本
に
撰
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

表
に
掲
げ
た
各
本
の
撰
者
と
刊
行
年
は
、
次
の
通
り
。

道
春
点
本
…
林
羅
山
(
-
五
三
八

S
一
六
五
七
）

千
葉
本
：
・
千
葉
芸
閣
・
天
明
六
(
-
七
八
六
）
年

家
田
本
…
家
田
大
峯
・
享
和
元
(
-
八

O
-
）
年

覆
天
聖
明
道
本
…
文
化
元
(
-
八

0
四
）
年

『
定
本
』
…
秦
消
浪
・
文
化
六
(
-
八

0
九
）
年

『
国
語
』
の
伝
本
は
、
所
謂
『
天
聖
明
道
本
』
と
『
宋
公
序
本
』

の
二
系
統
が
あ
る
。
日
本
で
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
『
宋

公
序
本
』
の
系
統
に
属
し
、
道
春
点
本
も
こ
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

『
定
本
』
も
同
じ
く
『
宋
公
序
本
』
の
系
統
で
あ
る
が
、
秦
消
浪
は

『
天
聖
明
道
本
』
等
に
よ
っ
て
校
合
し
て
お
り
、
道
春
点
本
と
表
記

の
異
な
る
箇
所
が
多
数
あ
る
。

(
6
)

い
ず
れ
も
筑
波
本
所
収
の
注
。
『
標
註
』
で
は
、
『
定
本
』
に
『
離

題
』
を
加
え
る
形
式
を
採
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
注
は
削
除
さ
れ
て

い
る
。

(
7
)

『
国
語
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
道
春
点
本
を
使
用
し
た
。
ま
た
、

こ
の
後
の
『
史
記
』
の
引
用
に
も
、
履
軒
が
注
釈
の
書
き
入
れ
に
用

い
た
、
八
尾
再
刻
版
『
史
記
評
林
』
を
使
用
し
た
。

(
8
)

例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

◎
幽
王
二
年
、
西
周
の
三
川
流
域
に
地
震
が
起
き
た
時
、
伯
陽
父
が

周
の
滅
亡
を
預
言
し
た
こ
と
に
対
し
、
「
災
異
家
之
言
、
無
足
辣
。
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
。
（
周
語
上
）

◎
夏
父
弗
忌
を
埋
葬
し
た
後
に
、
土
中
の
棺
榔
が
燃
え
、
煙
が
墓
の

上
に
ま
で
昇
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
「
怪
説
、
不
足
緋
。
」

と
切
り
捨
て
て
い
る
こ
と
。
（
魯
語
下
）

◎
周
の
史
伯
が
鄭
の
桓
公
に
、
周
の
宣
王
の
時
に
あ
っ
た
奇
妙
な
こ

と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
「
怪
説
、
可
厭
。
」
と
し
て
い
る

こ
と
。
（
鄭
語
）
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